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  １ 現状・課題     

 
 
 
 

  ２ 課題解決に向けた方向性    

     
                                      
  
 
 
 

  ３ 具体的な取組み  

                                       
                                       
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

市役所・区役所駐車場の適正利用(有料化)実施に向けた基本方針 

 

  

     
◆長時間利用、目的外利用⇒不適切な利用 

◆施設利用者のスムーズな入庫の妨げ、長時間の入庫待ち 

◆入庫待ち待機車両による渋滞発生、周辺交通阻害 

◆運営に要する管理経費負担 

     長時間駐車の減少 長時間の駐車 
     

 

 

  

     

     

     

     

不適正使用の抑止 庁舎利用者以外の使用 現 

状 

の 

課 

題 

待ち時間の解消 駐車までの長い待ち時間 

駐車場入口付近の渋滞 

適適正正化化 
待機車両渋滞の減少

管理経費削減 

周辺交通阻害 

管理経費の負担 

    

    

 

 

 

    

 

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                    

適正化の手段 【有料化】 

賃料収入の確保 

課題解決の方向性

市役所、区役所、併設の

市民館・図書館などの施設

駐車場について 

①自家用車利用を抑制 

②適正な利用の推進 

③受益者負担の導入 

④民間活用、市有財産の

有効活用 

施設へ自家用車で来所 

・施設の駐車場利用 

・限られたスペースの占有 

◆市役所、区役所、併設施設利用時の自家用車利用の抑制 

◆適正な利用の推進⇒施設利用者の利便性向上 

◆受益者負担（駐車スペースを占有する便益）⇒不公平感の解消 

◆民間活用による経費削減、市有財産有効活用による収入確保 

施設へ電車・バス・徒歩で来所

・駐車場利用なし 

 

受益する

サービス

の違い 

受受益益者者負負担担 

⇒⇒  有有料料化化  

◆駐車場利用の有無によって、受けるサービスの違い⇒不公平感 

１ 対象駐車場と併設施設 

 名      称 併  設  施  設 

本庁舎 
１ 第２庁舎、明治安田生命ビル他（借上げ庁舎） 

第３庁舎 

２ 幸区役所 市民館、図書館、スポーツセンター、福祉パル 

中原区役所 休日急患診療所 
３ 

旧中原消防署跡地（暫定）  

４ 高津区役所  

宮前区役所 
５ 市民館、図書館 

宮前区役所第２ 

６ 
多摩区役所 市民館、図書館、休日夜間急患診療所・北部小児

急病センター、薬事センター他 

７ 麻生区役所 市民館、図書館、休日急患診療所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 料金体系  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ※ 駐車場事業者Ａ社のパンフレットから転載、文字を追加した。 

 

 

  ５ 実施効果  

 

 

 

 

 

 

 

  ６ スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 財政局管財部管財課  

電話 ０４４－２００－２０８２  

市役所・区役所駐車場を利用する場合の利用者の手続き（基本例）

市役所、区役

所、併設する

市民館、図書

館などを利用

する場合 

駐車場利用を目的とする

場合（目的外利用） 

精 算 

対応部署に、駐車券を渡す 

２ 駐車場の運営形態 

◆行政財産の貸付けを受けた民間事業者が運営する民間駐車場 

◆対象駐車場を一括貸付け、一斉に適正利用（有料化）を実施 

◆原則２４時間開場（庁舎のセキュリティ等の関係で時間を制限するものがある） 

◆市の開催する訓練・イベントなどのため、営業停止日を設定 

３ 利用者の扱いと手続き 

◆市役所、区役所及び併設施設（市民館・図書館など）の利用者は、原則 １時間無料 

◆障害者は所要時間無料 

◆工事用車両、機材搬入などの車両は所要時間無料 

◆市主催会議の委員、市と連携するボランティアなどの車両は所要時間無料 

◆無料の措置を受ける場合、市民は対応部署で必要な認証措置を受けてから精算・出庫 

◆駐車場利用が目的の場合は、周辺より高い料金を精算・出庫 

 

◆民間事業者が市役所、区役所の了解を得て設定 

〔料金体系〕 

◆平日の市役所・区役所開庁時間帯 

・市役所、区役所及び併設施設（市民館・図書館など）の利用者⇒周辺並み 

・駐車場のみの利用者（目的外利用）⇒周辺より高い料金 

◆早朝・夜間の時間帯⇒周辺並み    ◆土･日、休日⇒周辺並み 

◆駐車場料金設定の参考事例 

時間・曜日 平     日 土･日、休日 

0:00～8:00 （周辺並み） 例：60 分 100 円 

来庁者用（周辺並み） 例：20 分 100 円 
8:00～18:00 

目的外利用者用 例：60 分 600 円 

18:00～24:00 （周辺並み） 例：20 分 100 円 

終日、周辺駐車場と

同等の料金 

いずれの曜日・時間でも、市役所、区役所、併設施設の利用者は原則 1 時間を無料とする。

例：20 分 100 円 

 

◆平成２０年１２月９日  総務委員会へ実施に向けた基本方針とパブリックコメントの結果を 

報告、公表 

◆平成２０年１２月     実施計画の策定、政策調整会議へ付議、公表 

◆平成２１年１月～３月  事業者募集、入札、契約 

 ◆平成２１年５月   適正利用（有料化）実施   

◆目的外利用者の減少 

◆長時間駐車の減少 

◆待機車両による渋滞発生の減少 

◆自家用車利用の抑制 

◆歳出削減と歳入確保による財政効果 ：約８,０００万円 


